
○印南町家具転倒防止器具設置費補助事業実施要綱 

平成２９年７月２８日 

要綱第２４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害から町民の生命及び財産を守るため、家具転倒防止

器具の設置を行い地震発生時の家具等の転倒防止措置を講じる者に対し、予

算の範囲内で印南町家具転倒防止器具設置費補助金（以下「補助金」という。）

を交付することに関し、印南町補助金等交付規則（平成２１年規則第２号）

及び印南町補助金交付基準規程（平成２１年訓令第１号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 家具等 地震発生時の転倒により、生命危険を及ぼす可能性のあるタ

ンス、食器棚及び本棚等をいう。 

(2) 家具転倒防止器具 家具等の転倒を防止するために有効な器具等をい

う。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は町内

に住所を有し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主又は

これに準ずる者とする。ただし、長期に入院等している者で、町長が別に定

めるものを除く。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

補助対象者の住居における家具転倒防止器具の購入及び取付けとする。ただ

し、この補助金を利用することができる回数は、１世帯につき１回限りとす



る。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、家具転倒防止器具の購入及び取付けに要する経費であ

って、７，０００円を限度とし、町長が認める額とする。 

（交付申請） 

第６条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、家具転倒防止器

具の購入及び取り付けた当該年度内に、印南町家具転倒防止器具設置費補助

事業〔交付申請書兼請求書〕（様式第１号）に印南町家具転倒防止器具設置

費補助事業にかかる〔家具転倒防止器具取付証明書〕（様式第４号）を添え

て、町長に提出しなければならない。 

（代理人による申請） 

第７条 前条の規定による申請は、次に掲げる者が、補助対象者に代わって代

理申請を行うことができる。 

(1) 補助対象者の属する世帯の世帯構成員 

(2) 民生委員、区長、親類その他平素から、補助対象者の身の回りの世話

をしている者で町長が適当と認めた者 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者 

２ 町長は、前項に掲げる代理人が補助金の申請をするときは、公的な本人確

認書類等により当該代理人が本人であることを確認しなければならない。 

（補助金の交付決定等） 

第８条 町長は、前２条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し

必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付の決定をしたときは印南町家

具転倒防止器具設置費補助事業〔補助金交付（不交付）決定通知書〕（様式

第２号）により補助対象者に通知するもとのとする。 

２ 前項により補助金交付を決定することが適当と認めたときは、決定した額

を申請者に交付するものとする。 



（交付の取り消し） 

第９条 町長は、補助金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当したときは、

補助金の交付を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を申請したことが判明したとき。 

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したことが判明したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の取り消しをしたときは、印南町

家具転倒防止器具設置費補助事業〔補助金交付決定取消通知書〕（様式第３

号）により通知するものとする。 

（返還） 

第１０条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、

期限を定めて既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は公布の日から施行し、平成２９年７月６日から適用する。 

附 則（令和３年要綱第３９号） 

（施行日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に受理した申請に係る補助金の交付については、な

お従前の例による。 

附 則（令和４年要綱第３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年要綱第６号） 



この要綱は令和６年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

 


